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理

由

独
立
行
政
法
人
の
整
理
合
理
化
を
推
進
す
る
た
め
、
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
を
廃
止
し
て
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機

構
を
解
散
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
業
務
の
一
部
を
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
に
承
継
さ
せ
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要

が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


